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規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

大和証券オフィス投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、2022年

8 月 26日開催予定の第 12回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に、下記記載の規約変更及び

役員選任に関する議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

  

                       記 

1.  規約変更（第１号議案）の主な内容及び理由について 

(1) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規

定（これに関連する投資信託及び投資法人に関する法律等の改正を含みます。）が 2022年 9 月１日

に施行されますので、投資主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり規約変更を行

うものです。 

①投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです（変

更案第 9 条の 2 第 1項）。 

②書面交付請求をした投資主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設け

るものです（変更案第 9条の 2第 2 項）。 

③上記の変更に伴い、現行規約の定義語の定義位置を調整するものです（現行規約第 34条第3項）。 

④上記①及び②の新設について、改正法の施行日である 2022 年 9 月 1 日から効力を生ずることと

するため、附則において、その旨を規定するものです。なお、本附則は効力発生後に削除するも

のとします（変更案第 35条）。 

(2) 暦年の表記について和暦表記から西暦表記に変更を行うものです（現行規約第 9 条第 3 項、第 15

条及び制定・改訂履歴）。 

(3) 2019 年 7 月 4 日改正の企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」（関連して新たに制定

又は改正された会計基準及び適用指針を含みます。）の適用に伴い、資産評価の方法に関して所要

の変更を行うものです（変更案別紙 2）。 

（規約変更の詳細については、添付資料「第 12回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

2.  執行役員１名の選任（第 2号議案）について 

執行役員宮本聖也の任期が本投資主総会の終結の時までとなっているため、新たに執行役員 1 名の

選任をお願いするものです。また、本議案において、執行役員の任期は、投信法第 99 条第 2 項及び本

投資法人規約第 18 条第 2項第一文但書を適用し、選任される 2022年 8 月 26日より、選任後 2年を経

過した日の翌日から 30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までと 
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します。なお、執行役員選任に関する本議案は、2022年 7月 21日開催の役員会において、監督役員全

員の同意によって提出された議案であります。 

（執行役員 1名選任の詳細については、添付資料「第 12 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

3.  補欠執行役員 1名の選任（第 3 号議案）について 

本投資法人の執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじ

め補欠執行役員１名の選任をお願いするものです。本議案において選任された補欠執行役員が執行役

員となった場合の任期についても、本投資法人規約第 18 条第 2 項第三文の定めに基づき、投信法第 99

条第 2項及び本投資法人規約第 18条第 2項第一文但書の規定が適用されます。 

なお、本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第

18 条第 3 項の定めに基づき、第 2号議案における執行役員の任期が終了する時までとなります。 

また、補欠執行役員選任に関する本議案は、2022年 7月 21 日開催の役員会において、監督役員全員

の同意によって提出された議案であります。 

（補欠執行役員 1名選任の詳細については、添付資料「第 12 回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。） 

 

4.  監督役員 2 名の選任（第４号議案）について 

監督役員平石孝行及び佐久間宏の任期が本投資主総会の終結の時までとなっているため、新たに本

投資主総会において監督役員 2名の選任をお願いするものです。 

また、本議案において、監督役員の任期は、投信法第 101条第 2項が準用する同法第 99条第 2項及

び本投資法人規約第 18条第 2項第一文但書を適用し、選任される 2022年 8月 26 日より、選任後 2年

を経過した日の翌日から 30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時ま

でとします。 

（監督役員 2名選任の詳細については、添付資料「第 12 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

5.  今後の日程 

2022年 7月 21日 本投資主総会提出議案の役員会決議 

2022年 8 月  5 日本投資主総会招集通知の発送（予定） 

2022年 8月 26日 本投資主総会の開催（予定） 

 

添付資料：第 12回投資主総会招集ご通知 

 

以上 

 

*本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-office.co.jp/ 
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